
 

令和 5 年 5 月 8 日 

 

こんにちは 五類への移行。移行されたからと言ってすべて今までの取り組み

はなしー、ってことにはならない様子。あくまでインフルエンザと同様に位置

づけられたということだけで、インフルエンザなら一定数の感染で報告義務が

発生し、近隣の事業所にも連絡する。その感覚に移行するだけ。はき違えては

いけない。 

さて、協議会からのお願いです。会員の皆様に転送をお願いします。 

よろしくご査収ください。 

 

 

株式会社 五月商店 

生活支援部  

専務取締役 稲垣 光晴 

058-384-0231 

---------------------------- 

https://www.satsuki-5.co.jp 

mitsuharu@satsuki-5.co.jp 

〒509-0133 岐阜県各務原市 

   鵜沼古市場町 2-56-3 

----------------------------- 

 

こんにちは 

部会長の皆様へ 

協議会からのお願いです。会員の皆様に転送をお願いします。 

よろしくご査収ください。 

 

各務原市介護保険サービス事業者協議会 

会長 稲垣 光晴 

--------------------------------------------------------- 

http://kakamigahara-kaigohoken.sakuratan.com/ 

     mitsuharu@satsuki-5.co.jp 
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